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産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会（第９回） 

議事録 

日時：平成29年2月14日(火曜日)10：00～12：00 

場所：経済産業省本館17階 第1特別会議室 

議題：「ＩｏＴファースト」の実現に向けて 

 

 

 

○佐野情報経済課長  それでは定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会商務流通情報

分科会第９回情報経済小委員会を開催いたします。本日はご多忙の中お集まりいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 まず議事に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。本日もｉＰａｄを使用いたしまして、ペー

パーレスで審議を進めてまいります。ご協力、よろしくお願いいたします。 

 本日の配付資料でございますけれども、座席表、議事次第のほか、資料１は名簿、資料２は「Ｉｏ

Ｔファースト」の実現に向けてという資料、資料３は前回の議事概要。以上でございます。 

 ｉＰａｄの不具合ですとか、資料が掲載されていないなど、問題がございましたら事務局までお声がけ

をいただければと思います。 

 本日は11名の委員にご出席いただく予定でありまして、規定の過半数に達しております。石井委員、

石黒委員、岡村委員、國井委員、國領委員、根本委員、西川委員、松尾委員、東原委員はご都

合によりご欠席となっております。 

 本日、３名の方に代理出席いただいておりますので、ご紹介させていただきます。 

岡村委員の代理としまして、ＪＰＣＥＲＴの代表理事であります歌代様。 

西川委員の代理としまして丸山様。 

東原委員の代理としまして、ＪＥＩＴＡの常務理事の川上様でございます。 

皆様には積極的にご議論いただければ幸いでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ここからの議事進行は村井委員長にお願いしたいと思います。 

○村井委員長  ありがとうございます。おはようございます。それでは議事に入りたいと思います。 

本日、事務局のほうでＩｏＴソリューションの社会実装を進めるためということで、これまで「デジタルファ

ースト」という言葉を使っていたわけですが、ＩｏＴファーストを原則にした社会制度をテーマに準備をして
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おります。まず、これを説明していただいて、皆様に議論していただくという手順でございます。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

○佐野情報経済課長  昨年、この情報経済小委員会でご議論賜りました。皆様及び関係者の

方々からのご意見を踏まえまして、改めてＩｏＴファーストを整理させていただきましたので、本日ご議論

いただければと思っております。 

 資料２の１ページをめくっていただきまして、「デジタルファースト」から「ＩｏＴファースト」へということでご

ざいますけれども、従来、紙媒体の手続を電子媒体の手続に置きかえていくという意味で、デジタルファー

ストということで旗を振ってきたわけですが、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータという新しいソリューションがどんどん

出てきている中で、この概念を拡張してＩｏＴファーストという旗を立てて、各分野で、このＩｏＴソリュー

ションの社会実装をどんどん進めていくべきではないかということでございます。 

 趣旨としては四角囲いに書いてございますが、技術の進展によりまして、ＩｏＴソリューションが実際に

導入可能なフェーズになってきているということでございまして、こういったものの技術の積極的な採用を進

めることが重要であるということでございます。 

 さまざまな技術がございますが、面的な普及が可能になってきた先進的なソリューションにつきましては、さ

まざまな社会的な課題の解決、あるいは生産性向上の観点から、その導入を原則化していって、社会

実装を幅広く進めていくべきではないかということでございます。 

 一方で、スイッチングコスト等の問題によりまして、実際にはなかなかこういったソリューション導入が十分

に進まず、価格も下がらず、結果的に社会実装が進まない可能性もございます。従いまして、初期市場

の創出と制度的な社会実装策を組み合わせて進めていくことが重要ではないかということでございます。今

日はＩｏＴファーストという原則と、これを個別分野に落とし込んでいった場合に、具体的にどういった政

策になっていくのかということにつきまして、ご議賜れればと思っております。 

 次の２ページをご覧いただければと思います。「ＩｏＴファースト」をサイクルでみてみますと、下の図ように

なるのではないかと思っています。左上でありますが、新しい技術シーズが発掘をされてきて、それが性能評

価のプルーフ・オブ・コンセプト（コンセプト検証）をされ、それに対してインセンティブ付与による導入促進

がなされ、そこからさまざまな制度においてデフォルト化されていくと。こういうサイクルがグルグル回っていくとい

うことではないかと思っております。 

 新しい技術シーズの発掘のために、ＩｏＴ推進ラボというのをやっておりますけれども、こういったラボ的な

機能から実装を進めていきつつ、そういった技術について、安全性や効果性能などの基準を策定したり、

評価指標を策定したり、あるいは実証したり影響評価をしたりということで性能評価を進め、しかる後に税

制ですとか保険料、導入に関する補助金ですとか、あるいは全く新しいリスクに応じた保険を導入するとか、
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政府調達で採用するとか、あるいは導入に関する手続を緩和するとか、利用者側にインセンティブを与え

るということで、全体的にインセンティブを付与して導入を促進していくと。 

 さらに、ＩｏＴのデフォルト化を進めていくということで、さまざまな許認可において、こういったＩｏＴソリ

ューションを要件化していくことになります。あるいは政府調達に際しての要件化を図っていくとか、安全や

省エネ基準の中の規格に落とし込んでいく。それからハードルールだけではなくて、例えば一部上場企業の

ソフトルールの中に落とし込んでいくとか、標準化をしていくとか、あるいは利用者手続においてデフォルト化

をしていくことによって、さまざまな制度において、こういったＩｏＴのソリューションをデフォルト化していくとい

うことだと思っております。 

 併せて、デジタルデバイドの解消も必要になってくると思っておりまして、端的にユーザインタフェースの改善

等が必要になってくるだろうということでございます。こうしたサイクルをグルグル回していくことによって、さまざま

な分野で、こういったＩｏＴのソリューションの社会実装を、どんどん拡大していくことはできないかということ

を考えてございます。 

 真ん中に書いてございますがそれらを通じ、初期市場を創出することによるイノベーション投資の促進。そ

れから、こ新たな技術を導入することによるさまざまな社会課題の解決。このようなサイクルを回していくこと

によって、デジタルデータの流通を促進していくことが必要ではないかということでございます。 

 次の３ページは、ＩｏＴファーストのサイクルをグルグル回していくことで、ＩｏＴ市場が拡大をしていき、

その中でさまざまなデジタルデータの流通の基盤ができてくるわけでございますが、それと並行して、データ流

通・利活用に向けた環境整備の推進を併せて図っていく必要があると思っております。 

 例えばということで、カメラ画像の利活用促進のためのガイドブックは１月下旬に公表いたしました。Ｂto

Ｂのデータの利活用権限の明確化を図るための契約ガイドラインの整備は、これから検討していこうと思っ

ております。このようなルール整備を併せて図っていく必要があると思っております。 

 それから、いわゆる情報銀行やパーソナルデータストアの具体的な事例を創出していくことや、データの取

引市場の構築に向けまして、データフォーマットやデータ項目等の規格化、あるいはオープンＡＰＩに向け

た取り組みを進めていくことも必要だと考えております。このようなデータ流通・利活用に向けた環境整備

策を並行して打っていくことで、分野を超えた多様なデータの流通・利活用の実現を図っていくことが重要

ではないかということでございます。 

 次のページからは、「ＩｏＴファースト」といっておりますが、各分野に落とし込んでいくとどういうことになる

かということでございます。５ページは自動車の関係でございますが、社会的課題として、地方の公共交

通の衰退の問題、高齢運転者の事故の問題、人手不足の問題、長距離運転の事故の問題等がある

わけでございます。 
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 それに対してこれまでの取り組み状況でございますが、2020年までに無人自動走行による移動サービ

スが可能になるように、2017年までに制度やインフラ面での環境整備を行うことになっております。 

 高齢運転者の対策につきましては、昨年11月に閣僚会議が発足をしまして、今年の６月をめどに対

策を取りまとめる予定になっております。 

 自動ブレーキなどの運転支援機能を搭載した自動車を普及啓発するために、関係省庁副大臣等会

議が開かれておりまして、その普及支援策について、今議論がされているところでございます。 

 バス・トラック等の大型車につきましては、国交省におきまして車両の安全基準を順次強化しているとこ

ろでございます。併せて、購入の補助や税制上の特例を積極的に措置しているということでございます。 

 保険業界におきましては2018年１月以降、衝突被害軽減ブレーキを搭載している自動車の保険料

につきましては、保険の割引の適用開始が予定をされているという、これまでの取り組み状況でございます。 

 そういった中で、実際に面的展開が可能になってきたＩｏＴソリューションとして、下の青囲いで記載が

ございますが、自動走行レベル１の衝突被害軽減ブレーキですとか、車線逸脱警報装置、車両安定性

制装置等がございます。 

 それから自動運転レベル２でございますが、追従・追尾システム、衝突回避のためのステアリング、複数

レーンでの自動走行等を入れてきているということでございます。 

 次の６ページは、そういった中でＩｏＴファーストの考え方に基づいて、今後進めていくべきと考えられる

施策のオプションでございますけれども、こういった安全支援システム搭載車両の普及をさまざまな手段で

促進をしていくということ。それから、バス、トラック等の大型車におけるシステム搭載につきましては、段階

的に義務化をされてきているということが下の表で示されているところでございますが、このような義務化をさ

らに進めていくということ。 

 それから、事業用大型車両に限らず一般車両に対しても、システム搭載を今後段階的に義務化して

いくことが考えられるのではないかということでございます。 

 ７ページは「工場」でございますが、工場につきましても社会的な課題として、人手不足、高齢化、生

産性向上等があるわけでございます。こういった中でスマート工場につきましては、成長戦略の中で先進

事例を2020年にまでに50件以上創出をすることになってございます。 

 また省エネ法におきまして、工場等の事業者が提出をしなければいけない中長期計画がございまして、

その指針の中に、スマート工場の生産プロセスを活用した取り組みを項目として追加することを実施予定

でございます。それと併せて、こういった新しい生産プロセスを活用した省エネの取り組みの実施を促すため

に、省エネ支援策でのインセンティブの付与も今、実施予定でございます。 

 こうした中、調達可能なＩｏＴソリューションとしましては、青囲いに書いてございますが、データを取得し
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て予知保全が可能な工作機械の導入やデータ分析による生産性向上、それから試作段階におきまして

実機を用いずに、シミュレーションで設計・開発をデジタル化する、いわゆるモデルベース開発がございます。 

 その下に、このＩｏＴファーストの考えに基づいて、考えられる施策オプションを整理してございます。先ほ

ど申し上げた省エネ法に基づく指針の中に、こういったＩｏＴのソリューション、ネットワーク対応型の製造

設備ですとか、シミュレーション技術の活用を織り込んでいくことになっているわけでありますが、こういったも

のをこの指針の中でさらに対象を拡大していくと。さらに、省エネの支援策において、こうしたソリューションの

採用を要件化していくことが考えられるのではないかと思っております。 

 そのほか、ユーザ側の導入に対する費用補助や減税が考えられるのではないかということでございます。 

 ８ページがモデルベース開発の概要ということで、これは参考でございますけれども、実機の施策を極力

行わずに、シミュレーションベースで開発を進めるということでありまして、開発のスピードの向上とともに、開

発プロセスの省エネ化にもつながるということでございます。 

 次の９ページが、省エネ法における対応であります。省エネ法に基づきます『特定事業者のうち製造業

に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための指針』の

中に「情報技術の活用」を追加いたしました。９ページ書いてございますが、ネットワーク対応型製造設備

ということで、稼働状況や製造条件のデータ取得が可能であって、そのほかの設備とのデータ流通が可能

なインターフェースを備えるものを追加しているということでございます。 

 それから先ほどのモデルベース開発も、シミュレーション技術による開発ということで、告示の中に含めるこ

とによって、この普及を進めていこうということで取り組んでいるところでございます。 

 10ページが「建設等」分野でございます。こちらについても社会的課題としましては、人手不足ですとか

安全性の問題、生産性の向上等ございますが、これまでの取り組み状況ということで、これも成長戦略の

中で、早ければ３年以内にドローンを使った荷物配送を可能とするということと、災害現場における被災

状況調査・捜索・救助、インフラ維持管理、測量、農林水産業などを含むさまざまな分野で、小型無人

機の活用を目指すことになってございます。 

 こういったものを受けまして、インフラ点検ですとか、災害対応の分野におけますドローンの性能評価基

準の策定を、28年度から産学官で開始としております。 

 国交省におきましては、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの一貫した建設生産

プロセスの中で、こういったＩｏＴを活用した「i-Construction」を推進しておりまして、2025年度までに

生産性の２割向上を目指しているということであります。そのための具体策として、３Ｄデータを活用する

ための基準を整備しますとともに、国の大規模土工につきましては、発注者の指定でＩＣＴを活用する

ことになっているということでありますし、中小規模の土工につきましても、受注者側の希望で土工を実施



- 6 - 

可能になっているということでございます。具体的には、必要な費用の計上ができるとか、工事成績の評

点で加点評価がされるという仕組みを今、作成しているということでございます。 

 こうした中、調達可能なＩｏＴソリューションとしまして、青のところに書いてございますけれども、河川や

橋梁やトンネルなどにおきまして、３次元モデルを活用した監督検査の効率化がございますし、ドローンで

空撮をして、空撮データを処理することで高精度な３次元図面を短時間で作成するというソリューション

が出てきているということでございます。 

 こうした中で11ページでございますけれども、先ほど出てきたように、公共関連事業におきまして、こういっ

たＩｏＴソリューションの導入を積極的に推進していくということでございまして、そのために国の大規模土

工だけではなくて、幅広い公共関連事業、災害・遭難・消防対応、気象観測、獣害対策、漁場調査、

電線検査などにおきまして、ＩｏＴソリューションを積極的に活用されるように、調達の要件化を図ってい

くことが考えられるのではないかということでございます。 

 そこの下に、ＩｏＴ推進ラボでファイナリストに選ばれたエアロセンス株式会社のドローン測量の例が書

いてございます。ドローンで３Ｄ測量することによりまして、土木測量の人手と工数を３分の１に短縮する

ものでございます。こういった様々なソリューションが出てきておりますので、こういったものをいかに取り入れて

いくかが課題でございます。 

 次のページは、「プラント・インフラ」におけるＩｏＴファーストでございます。社会的な課題としては、多く

のプラントで老朽化が進むほか、安全管理を担うベテラン従業員の引退などにより、重大事故リスクが増

加をしているということでございます。 

 そういった中で、これまでの取り組み状況でございますが、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩを活用した高度な

保安を行う事業者に対する、規制上のポジティブ・インセンティブを導入しておりまして、高圧ガス、火力

発電所、ＬＰガスにつきまして、このインセンティブ措置を今、実施をしているということでございます。こうい

った取り組みを行う優良事業所を評価するための新たな保険商品の開発も進めているところでございます。 

 さらに、保安の手続に関する電子化を図っていくために、今、産業保安法令の審査・提出書類の抜本

的見直しを図り、申請のオンライン化に着手をしておりまして、平成31年度中のシステム運用開始を目

指しているところでございます。 

 こういった中で調達可能なＩｏＴソリューションとしまして、プラント内のビッグデータを収集するさまざまな

センサー、ＡＩによる分析がございますが、こういったものを進めていくためにということで下の緑の箱に記載

がございますが、先ほど申し上げました規制上のポジティブ・インセンティブの導入を推進していくということや、

新たな保険商品の開発を進めていくということ。電子手続に切りかえたときに事業者へのインセンティブ措

置を拡充していくということ。セキュリティ基準や安全基準の中に、こういったＩＴソリューションを織り込んで
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いくこと。セキュリティの観点でございますけれども、不具合が生じた場合の影響が重大であると考える場合

には、セキュリティ対策の義務づけの強化も、今後検討していくこと等が考えられるのではないかということで

ございます。 

 13ページが、規制上のポジティブ・インセンティブの考え方をまとめたものでございますが省略をします。 

 14ページが、火力発電所、高圧ガス保安、ＬＰガス保安で今、この制度を実施しているということでご

ざいます。 

 15ページが法令手続のスマート化ということで、年間25万件の申請があるということでございますが、この

電子化、申請のオンライン化を図っていくことで申請に要する時間を３割削減して、その削減された時間

を立入検査等の実質的な保安水準を向上させる取り組みに充てていくということでございます。 

 16ページが、「介護」におけるＩｏＴファーストでございます。社会的な課題としましては、現場の人手

不足、労働環境の改善等がございますが、こういった中でこれまでの取り組み状況ということで、厚労省に

おきまして、各都道府県に基金を設置して、ＩＣＴのシステム導入を含む介護施設、介護人材の確保

に対する補助を実施しているということでございます。 

 自立支援に資する介護の方法の確立・普及に向けまして、平成29年度以降にケア内容の分類とデ

ータ収集、データベース構築を開始しまして、32年度以降に本格運用を行いますとともに、データベースの

分析を行う予定ということであります。 

 介護ロボットにつきましては経産省で開発支援を実施しまして、厚労省におきまして、導入に対する費

用補助等を実施しているところでございますが、今後は介護報酬等の制度への反映に向けまして、重点

分野のロボット導入効果の検証を進めつつ、平成30年度に介護報酬改定、人員配置・施設基準見

直しに反映させていくということで、取り組みが進められているところでございます。 

 そういった中で、介護におきます調達可能なＩｏＴソリューションとしまして、パワーアシスト型の移乗介

助機器や、転倒検知センサーや外部通信機能を備えた見守り支援機器ですとか、高齢者の外出をサ

ポートして、荷物などを安全に運搬します歩行支援機器、それから排せつ・入浴支援機器等が出てきて

いるということでございます。 

こういった中で、ＩｏＴファーストの中で導入に関する費用補助、それから先ほど出てきましたけれども

平成30年の改定に向けて、介護報酬に実際に反映させていくということと、人員配置・施設基準の見

直しにもつなげていくということ。それから、現場での介護記録の電子化を進めていくということが考えられる

のではないかということでございます。 

17ページが、介護業務を支援するソリューションの事例ということで、ＩｏＴ推進ラボのａｂａの事例

でございます。 
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18ページが介護の取り組むべき方向性を絵にまとめたもので、参考でございます。 

19ページが、「保育」におけるＩｏＴファーストでございます。社会的な課題としまして待機児童の問

題、保育士の人手不足の問題、労働環境の問題、それから安心・安全の確保という課題があるわけで

ございます。 

こういった中で、中小企業等経営強化法に基づき、「保育」分野におきまして、「事業分野別指針」を

平成28年７月に策定しております。それから経産省におきまして、平成28年度の補正予算で、中小企

業者がＩＴツールを導入する際の経費に対する補助事業を実施していますとともに、厚労省におきまして、

業務効率化を図るＩＴ投資に対する補助事業を実施しております。 

こういった中で調達可能なＩｏＴソリューションとしまして、保育施設で必要となる業務のＩＴ化として、

出欠状況管理、指導計画策定、保育日誌作成等がございます。それから、動画カメラやスマートベッド

などのセンサー活用によります、体調悪化・死亡事故を未然に防ぐ園児の見守り業務支援があるわけで

ございます。 

こういったＩｏＴソリューションを進めていくため、その下にありますが、一歩手前の話ですが、自治体等

によって異なる申請、報告などのフォーマットの統一化、システム導入に関する費用補助、見守り機器の

性能評価、安全基準の策定。それから最終的には、こういったＩｏＴソリューションを採用した場合の施

設整備・運営におけますインセンティブを、どう設計をしていくかということが考えられるのではないかと思って

おります。 

20ページが、保育の見守り業務のソリューションの事例ということで、ＩｏＴ推進ラボのファイナリストの

ユニファ株式会社の事例でございます。 

21ページは、「健康・医療」についてであります。社会的な課題としまして、医療サービスの品質向上や、

データ分析によります医療の高度化、医療情報連携の円滑化、地域差の是正、パーソナルヘルスレコー

ドによります個人レベルの健康管理の推進等がございます。 

それに対してこれまでの取り組み状況ということで、医療分野のＩＣＴ化は電子カルテやレセプト等の

整備が進められてきたということでございます。 

データベースにつきましても、平成32年度までに公的データベースの整備・連結を実施し、32年度以

降に多様な目的で医療・介護データを活用できる環境整備にすることになっております。 

遠隔診療や医療分野のＡＩ研究開発につきましては、平成28年度から研究事業を開始しておりま

して、平成32年度までの実装を目指すことになっております。平成30年の診療報酬の改定に向けまして、

ＡＩを用いた診療支援に向けたインセンティブづけの検討を行うことになっております。 

お薬手帳の電子化につきましては、厚労省からガイドラインが発出されているということでございます。 
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ウェアラブル端末から取得可能な健康情報を活用しまして、糖尿病軽症者等の行動変容を促す実

証事業等を今、開始しているということでございます。 

それから、スマート治療室事業にも着手をしている状況でございます。 

22ページは調達可能なＩｏＴソリューションということで、画像診断支援や治験情報の解析支援、

院内環境改善支援のようなソリューション、健康状態を管理するようなさまざまなソリューション、個人のデ

ータ管理のためのさまざまなソリューションが出てきております。 

ＩｏＴファーストの中で取り組むべきオプションということで下に書いてございますけれども、１つは予防・

健康管理、診断・治療等の各プロセスへのＩｏＴの取り込みによる質・生産性の向上でございます。行

動変容や遠隔診療、人工知能による画像診断支援につきまして効果検証を図って、その実証を踏まえ

て治療ガイドラインや診療報酬へ反映させていくということ。それから保険者主導によりますデータヘルス・

ＩｏＴソリューションの活用を推進していくということで、保険者の課題に応じたサービスパッケージの開発

支援や、導入インセンティブの付与・導入支援等が考えられるのではないかということでございます。 

２つ目は、医療機関・介護施設のＩＴ化の促進と、個人への情報提供のＩＴ化促進です。施策の

オプションということで、システム投資が必要となるタイミングと合わせまして、クラウドシステムの活用も含めて、

業務プロセスやカルテ情報の電子化を加速化していく。併せて、電子お薬手帳などを通じました個人への

情報提供の電子化を加速させていく。それから、医療機関等がこういった対応機器などを導入するに当

たりましての費用補助。加えて、個人がこういった電子化を利用するに当たってのインセンティブ措置。例え

ば、医療費の控除などの手続の簡素化や拡充などが考えられるのではないかと思っております。 

23ページが、（参考）医療分野でのＡＩ等の活用に向けた取り組みの方向性でございます。 

24ページが、「会計業務」におけるＩｏＴファーストでございまして、社会的課題としては、不正経理な

ど、企業コンプライアンスに関する問題がございますけれども、これまでの取り組み状況としまして、領収書

等の税務関係書類につきましては、スマホの撮影によります電子保存、紙媒体の早期廃棄を認める規

制緩和を、電子帳簿保存法の関係で実施をしてきているということでございます。 

こういった中で調達可能なＩｏＴソリューションということで、銀行口座やクレジットカード、電子レシート

等の入出金情報を自動で取り込んで、紙の領収書につきましてもスマホの撮影でのデータ取り組みを行

って、確定申告書類等の作成サポートを行うようなクラウド会計システムが、民間でどんどん出てきていると

いうことでございます。 

人工知能を活用した電子メールなどの解析によりまして、不正会計やカルテル等の不正検知・事前予

測を提供するようなサービスも出てきているということでございます。 

こういった中で電子政府化を推進していくために、税務を含む行政手続の電子化に向けたインフラ・体
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制を構築して、そういった環境整備をしていく。税務手続で提出する書類の電子化に何らかのインセンテ

ィブを付与して、納税手続の効率化と不正防止を図っていくことが考えられるのではないか。それから、電

子レシートを促進するための標準化や、ルール整備を行っていくことが考えられるのではないかということでご

ざいます。 

こういった経費管理のクラウドシステムの導入を促進するために、例えば上場企業の基準等の中で、こ

ういったシステムの導入の要件化を図っていくことや、民間のサービスと、税の申告などの行政手続との連

携を促進していくことが考えられるのではないかということでございます。 

25ページが、領収書等の電子保存に向けたこれまでの取り組みを簡単にまとめたものでございますが、

平成28年９月から、スマホでアナログの紙の領収書を撮影したものでも代用可能になっているということで

ございます。 

26ページが参考で、電子レシートの実証事業でございます。 

27ページは、「行政分野」におけますＩｏＴファーストであります。社会的な課題としましては、電子申

請から公共データの開放まで、行政機関におけます一気通貫のデジタルデータの流通環境をつくっていき、

住民・事業者・行政機関の生産性の向上。クラウド等の民間サービスの積極的活用が必要になっている

ということでございます。 

これまでの取組状況としては、「政府共通プラットフォーム」を、平成25年から運用開始をしております。

また、行政への重複申請解消のための行政手続の簡素化・ＩＴ化を実施するために、各省庁のベンチ

ャー支援の手続につきましては、申請様式の共通化やデータ引用やプラットフォームを構築しているという

ことでございます。 

平成32年以降は行政機関間の情報連携によりまして、登記事項証明書等の取得・添付を不要化

していくということでございます。 

人工知能の活用でありますが、国会会議録を対象とした実証事業を、経産省におきまして今、実証

しております。 

法人番号を活用しまして、政府保有の法人活動情報を集約・掲載しました「法人インフォメーション」

を構築しまして、これのオープンデータ化を図っていくことを推進しているということでございます。 

こういった中で調達可能なＩｏＴソリューションとしまして、さまざまな認証サービス、税、会計などさまざ

まな民間のクラウドサービス、人工知能、ブロックチェーン等があるわけでございますけれども、こういったもの

の導入を促進していくために28ページでございますが、行政のＩＴ化の完遂を図っていき、ニーズを踏まえ

たオープンデータを進めていくということでございます。 

オンライン提出方法の簡素化や申請期限の延長、手数料の減免など、オンラインを利用する場合のイ
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ンセンティブ措置を講じることによりまして、原則デジタル申請への転換を実現していくと。それからオープン

データにつきましては、そのニーズの発掘につきまして、ベンチャーなどの民間企業と直接対話をして、こうい

ったデータ開放を加速するための仕組みをつくっていく。 

ＡＩ等の行政導入のさらなる拡大ということで、問い合わせ対応や審査業務の支援、利用可能なデ

ータの蓄積が大きい分野を特に念頭に置きまして、各省の事務におけます人工知能の導入を検討して、

具体的な措置を講じていくことが必要ではないかということでございます。 

こういったものを導入する際の先行事例のノウハウや技術、デザインにつきまして、専門的な知見からサ

ポートを受けられるような専門家集団体制を構築していくことが、併せて必要ではないかということでござい

ます。 

それから、民間サービスの政府調達での導入を促進していくために、一定のセキュリティ基準に照らして、

民間のクラウドなどのサービスの認証を行う、「日本版ＦｅｄＲＡＭＰ」といった、公的なサービスの認証

制度をつくっていくことが必要ではないかということでございます。 

左下に、国会会議録を人工知能に学習させる実証事業の概要を簡単に書いてございまして、右側に

マイナンバー制度の公的個人認証サービスの活用に向けた取り組みを書いてございます。 

29ページは、アメリカ、イギリスにおけます民間のクラウドサービスの認証スキームということで参考までに

つけてございますが、イギリス、アメリカとも専門家集団がいて、一定のセキュリティ基準のもとに、民間の既

存のクラウドサービスを認証しまして、その認証したものを各行政機関が採用していくという仕組みをつくっ

ているということでございます。こういった仕組みは日本においてはまだないものですから、こういったものを参

考に、日本においても政府調達の仕組みを考えたらどうかということでございます。 

以上、各分野におきまして社会的課題とこれまでの取り組み、調達可能な実際のソリューション、取り

得るべきオプションをそれぞれ整理したところでございまして、こういったものについてまたご議論賜れればと思

っております。 

30ページ以降はデータ流通環境整備に向けた取り組みということで、先般ご紹介しました産構審の、

この情報経済小委員会の下の分散戦略ワーキンググループで整理をした、「データ流通環境整備に向け

た施策の方向性」を参考までに添付しておりますので、適宜参照していただければと思います。 

私からの説明は以上でございます。 

○村井委員長  ありがとうございました。 

 それでは残った時間は自由討議ですけれども、「ＩｏＴファースト」というタイトルで、２ページにあるよう

な、評価をして基準をつくるとか、インセンティブをつくるとか、デフォルト化するためのいろいろな政策を打って

環境整備などを進めながら、きちんと動くための仕組みをつくるという考え方が概論であって、自動車から
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始まる各論をご説明いただいたということです。 

 概論だけでもいいし、各論でもいいですけれども、各論はたくさんありますから、一応３部に分けます。最

初は概論で、ＩｏＴファーストという考え方できちんと進めるというやり方だと思いますが、これについてのご

意見を伺うのが第１部。第２部は15ページまでということで、自動車から始まってインフラまでの前半部。

後半部を第３部。だんだん盛り上がると混ざるのは仕方がないとして、これでいきたいと思いますので、いつ

ものようにご意見のある方はネームプレートを立てていただいて、私からご指名をさせていただきたいと思いま

す。 

 それではまず、第１部からいきましょう。 

 では、松本先生。 

○松本委員  全体のところで、まず最初にバグの指摘から。32ページの下から２個目が「デジタルファー

スト」と書いてあるのですが、これは「IoT ファースト」と表現が違っていますが、同期していなかったというだけ

でしょうか。 

○佐野情報経済課長  済みません。こちらは11月時点の報告書の概要をまとめていまして、少し時期

がずれているということです。 

○松本委員  余分なことをいって済みません。 

では本題なのです。第３部とも少し関係するかもしれないですが、27、28ページに出てきたクラウドサー

ビスに対する認証は、何らかのスキームをつくって、政府調達等のターゲットにしようというコンテクストで出て

きたと思うのですが、ＩｏＴでデータ処理をする――ビッグデータとは限りませんが、データを処理をする部

分ですね、クラウド側でしっかりやっているかということを、クラウドを利用する側が確認したいというニーズはす

ごく高いので、行政分野に限らず、一般に進めていくことが望ましいのではないかという意見を私はもってお

ります。 

 それと同時に、今度はデータ流通とも関係すると思うのですが、末端のほうからデータを上げていく際に、

上げる側といいますか、データを提供する側が自分たちのデータの品質――大ざっぱな言葉ですが、何と

呼べば適切なのかは定かではないですが、きちっと意図したとおりのデータを取得しているかとか、正しくセン

サーを設置しているかという意味で、提供できるデータのクオリティを語れるように／表現できるようにしていく

べきではないか。 

そうしますとデータを活用する側も、こういうクオリティのデータであれば、例えばこのくらいの値段で購入して

もよいといった形の条件を出せるし、それが基準等にもつなげられていく可能性があると思います。データに

関する「良さ」をきちっと表現して、活用していくことが必要ではないかと思われます。が、そういったところは

今回の概論の部分には含まれていますでしょうか。 
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○佐野情報経済課長  先ほどの紙の３ページに簡単に書いてございますが、おっしゃるとおり、データの

出もとがどこまで確かなのかは今後大きな課題だと思っております。そこまでたどりついてないかもしれません

が、さまざまなデータ取引市場ができ上がって、データフォルダが出てきた中で、誰がどこに、どういうデータを

もっているのかというものをフォーマットの統一化をし、ＡＰＩでオープン化をして、データジャケットを整備し

ようということを今、検討しております。ＩｏＴ推進コンソーシアムの下にサブワーキングをつくりまして、こうい

ったものを検討していこうというのを今、考えております。 

○松本委員  ぜひ、私の申し上げたレベルのところも考えていただけるとよいのではないかと思います。 

○村井委員長   

おっしゃるとおりだと思います。データの整合性というか正確さというのが、ＩｏＴには大変重要になるという

議論はあって、問題はＩｏＴファーストというときに、どういう体制や仕組みをつくれば、それができるのかと

いうことかと思いました。 

 それでは三輪さん、お願いします。 

○三輪委員  三輪です。手短に。 

 ２ページのところで、この会議でも何回かいっているのですが、「国産」という言葉と輸出。この絵だけだと

ガラパゴスにみえてしまうので、アメリカの産業の強い、特にＩＴ産業の強いところは、政府あるいは企業が

どんどん調達していく。それによってベンチャーがあっという間に成長して、かつそれを日本にバカバカ輸出して

いくというビジネスモデルがあると思うのです。 

 そういう意味でも、世界で競争していくということからすると、輸出するというのはなかなか難しいなというこ

とは昔からいわれているのですが、そこを初めからあきらめてあれしないで。 

それからクラウドもそうですが、結局業者を認定してみたら、皆アマゾンでしたということはないようにしてほ

しいですし。いろいろな意味で「国産」と書きにくいことはよくわかるのですが、やはり国産ということと輸出を

あきらめずに、どこかに書いてほしいなと思いました。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございました。 

 それでは横塚さん、お願いします。 

○横塚委員  横塚でございます。 

 このサイクルの構築につきましては、このような形でＩｏＴを推進していただけるということで、この施策は

大変ありがたいし、賛成させていただきたいと思います。 

 一方で２つコメントがあるのですけれども、１つは２ページの絵をみていると、あるいは第２部で個別の

分野別のお話を聞いていても全体像がわからなくて、何か思いつきで、できるものをやってみようかという形
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で、全体像の中でこのように順番に進めていくというものがない。例えば建設だと、ドローンをやっただけでど

うなのかなという感じがいたしました。もう少し全体像をしっかりみた上で、どこから着手をするかという基本

的な考え方があるべきなのかなと思うのが１点。 

 ２点目は、このような形で、ルールに基づいて否応なく進めるというのはありがたい話なのですが、一方で

ＩＴを使って業務を効率化していくという観点でいうと、先ほど分野別に出てきた例は、建設、プラント、

介護、保育、健康・医療、すべてＩＴ化がすごくおくれている業界で、ユーザ側のＩＴに対する投資の理

解をもう少しサイクルの中でつけていかないと、ただルールがそうなったからそうなったというのではなくて、もっと

全体的に各業界ともＩＴ投資をして効率化を進めるなり、いい仕事をするなりというユーザ教育、ユーザ

の啓蒙のようなものも、あわせて必要ではないかと思います。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 次は澤谷さん、お願いします。 

○澤谷委員  １ページのＩＴ化、ＩｏＴ化、情報化の推進について期待しております。しかしながら、

紙媒体から電子媒体への置き換え、つまり今までやってきたことをそのまま情報技術で置きかえるというやり

方では不十分だと思われます。そうではなく、デジタル化によって仕事のやり方を変え、仕事の中身を変え

て、そのためには組織自体も変えていくといったことをセットでやって、初めて新しい価値が出てくるのだと思

います。 

 ２ページですが、「新たな技術シーズの発掘」からのサイクルとともに、新しい価値、コンセプトをつくるため

に、必要な技術を組み合わせていくといった両輪で考えていただくといいと思います。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 次は、野原さん。 

○野原委員  久しぶりに参加をさせていただきましたが、今回の取りまとめ「IoT ファースト」は、きめ細か

く丁寧にまとめてあって、全体像の整理もわかりやすく、大変すばらしいと思います。 

 そのうえで、幾つか申し上げたいと思います。まず１点目は資料１ページで、「面的普及が可能になった

ソリューション」について、面的に展開するかという施策を行っていくと。その施策はわかりやすくて、着実に進

んでいく気がします。 

 一方で、初期市場の創出については、既にＩｏＴ推進ラボ等でいろいろな取り組みがなされていること

は知っていますが、少し弱いのではないかという気がします。それだけでは、初期市場の創出はまだ足りない

のではないかという印象をもっています。これが１点です。 

 ２点目ですが、ＩｏＴファーストの政策全体が、「マーケットとしての日本」の先進性を保持するための
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政策パッケージであるという気がします。日本というマーケットは上質なユーザ企業の集団として先進性を

保てるかもしれないけれども、では、ＡＩやビッグデータＩｏＴ等、ＩＴを提供する側の産業は、グローバ

ルな競争力がもてるのであろうかという疑問を感じます。IT 関連産業がグローバルな競争力を保つために、

どういう施策を実施するのかというところは、もう少し検討が必要なのではないかと思ます。それが２点目で

す。 

 ３点目は、この政策パッケージを実現に向けて進めていくは、越えるべき壁がたくさんあると思うのですが、

経産省だけはできないことも多いので、他省庁とどれだけ連携できるか、働きかけられるか。そして、各業界

をどこまでうまく巻き込んで、実現までもっていけるのかが、大きな課題だと思います。この政策群をＩＴ戦

略本部等にも、政府の経済政策にも入れると伺っていますので、経産省オンリーではなくて、どこまで全体

の施策として入れ込むかが、非常に重要だと思います。 

 最後に、いわずもがなですけれども、ＩＴ環境は変化が激しいので、常に見直していかないといけないと

思いますし、今回まとめた施策の進捗状況把握や効果測定、ＰＤＣＡを回すための評価も重要だと思

います。 

 以上、４点です。 

○村井委員長  ありがとうございました。 

 それでは夏野さん、お願いします。 

○夏野委員  ２ページのサイクルですが、これに１つ欠けている要素があるなというか、高い壁があるなと

思うのは、「新たな技術シーズの発掘」から、「性能評価・ＰｏＣ（コンセプト検証）」へいくところが、新

たな技術が出てきていきなり性能評価すると、性能評価というのは基本的に行き過ぎたものもあれば、行

き過ぎないものもあって性能評価して、ある一定の「これぐらいがいいのではないか」と決めないといけないわ

けで。そうすると先端的な技術シーズ、行き過ぎているものは評価もされないか、サンプリングが、ここが整

合性が合っていない感じがするのです。 

 この間にもう１段階要るのかなと思っています。この間に何が要るのかなとずっと考えていたのですが、日

本の産業では特にある、いわゆるファーストムーバー・ディスアドバンテージの緩和が必要なのかなと思いまし

た。通常、ＩＴ業界ではファーストムーバー・アドバンテージというわけですが、これは先進的に先に進んで

いって、先に消費者が受け入れて、それによって受け入れられるということですが、どうもＩｏＴに関して、

特にコンシューマー分野――後で出てくる事例でいうと、自動車、介護、保育、健康・医療に関しては、

何かトラブルがあっときの弊害というか、企業は物すごくたたかれるし、それを導入した企業もたたかれるし、

その技術を提供した企業もたたかれる。こういったものに対して、例えば保険でカバーをしようとしても、保

険会社は前例がないものに対しては物すごく高い保険料を掛ける。ということで、これは皆ファーストムーバ
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ー・ディスアドバンテージだと思うのです。 

 これを緩和するような手段があるのではないかと思っていまして、１つは保険ですよね。保険料率を決め

るのはリスクを計算するわけですけれども、日本の保険業界はご存じのように保守的なので、それを何らか

の形でガバメントサポートにすると、この保険が減ると。そういったコンシューマー向けの先進的なアプローチに

対して、何か起こった際に補助を出すとか、こういうものに対しての補助が必要なのかなと思いました。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 それでは砂田さん、お願いします。 

○砂田委員  ２点あります。最初はＩｏＴファーストという言い方でどんなメッセージを出していくかに関

する意見です。少し歴史を振り返りますと、1990年代半ばにインターネットが急速に普及してから、メディ

アやコンピューターや通信の業界は、業界の垣根がなくなるぐらいの大きな変化に見舞われました。ＩｏＴ

ではそのような大変化が産業全体に及んでくる。分散戦略ワーキンググループで議論されたブロックチェー

ンも含めて、現在はインターネットがもたらす変化の第２の大きな局面に入ったといえるのではないかと思う

のです。 

そのとき、何が一番変わるかというと、会社組織や業界の垣根を越えて情報が共有され、全体最適と

なるような資源配分や効率化が、インダストリー4.0などをみてもそうだと思うのですが、どんどん進むと思う

のです。その結果として、伝統的な境界が消滅する。そこで、ＩｏＴファーストというメッセージを出すとき、

既存の分野や業界を前提にして例えば工場の中でこういう IoT ソリューションがあるということだけではなく

て、むしろ従来の垣根を越えた情報共有や最適化、スマート化という視点からのメッセージが、もう少しあ

るといいのではないかというのが１点目です。 

２点目は、先ほど澤谷委員がおっしゃったことと重なります。これまではデジタルファーストだったとされてい

ますが、私の認識では、これまではアナログファーストであって、紙の書類といったアナログを前提にしたデジタ

ル化という感じがするのです。デジタルを最初に考えて、仕組みも組織も全部、本当にデジタルファーストに

なっていたかと言えば、そこはまだまだ課題があるような気がします。そこで、アナログを前提にしたデジタル化

とは根本的に違うのだというメッセージが今回強く出るといいと思いました。 

以上、２点です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 それでは唯根さん、お願いします。 

○唯根委員  ありがとうございます。既にご意見が出ているのですが、私どもコンシューマーの立場で、私

たちのニーズをどこまでこのサイクルに入れていただけているのかというのがみえない、分からないと思いました。

このサイクルを拝見したときに、もっとも恩恵を受ける消費者が受け身でいいのかなと思いました。 



- 17 - 

 先ほどファーストムーバー・アドバンテージの緩和というご提案もいただいたのですが、それにはまず消費者

が認知し理解できるかが課題だと思います。 

それから安全性なども評価のところにあるのですが、危機管理など、私たち利用者がトラブルにあったとき

や、何か事故が起きた場合まで想定して戴いているのかどうかが気になります。そういう意味で、私たち使う

側の消費者の姿をしっかり認識した上でのＩｏＴファーストであってほしいと思います。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 次、歌代さんお願いします。 

○岡村委員代理（歌代）  岡村先生だったら法律的なお話をするのかもしれないですけれども、私は

専門ではないので違う点なのですが、３ページに環境整備という話で、データフォーマットやＡＰＩの規格

化という話が書いてありますが、これは非常に重要なことなので、ぜひ積極的にやるべきだと思います。 

 一方で、一度決めてしまったものがなかなか新しくできないということになると、せっかく新しいアイデアや技

術が出てきた場合に、利用できないということになると思うのです。 

インターネット黎明期のころは、ラフコンセンサス＆ランニングコードということをいいまして、大ざっぱに合意

して、とりあえずみんなでつくり始めてしまおうと。一度動かしてみて、その中でどんどん新しくしていけばいいの

ではないかということで、非常に急速に発展したという経緯がもちろんあるのですが、今、ＩｏＴという世界

でそれをやることができるかというと、状況が全然違うと思うのです。デバイスの数であるとか、普及速度が

当時とは全く違うということになってくるので、現代の中でどうやって柔軟にデータやプロトコルを更新すること

ができるか、複数のバージョンが共存できるか。それが全体として、どんどんいいものになっていくかというような、

単なる形式だけではなくて、更新であるとか、それを実装するフレームワークといったところを整備していく必

要があるのかなと思います。 

 これは特にセキュリティの面でも非常に重要でして、ＩｏＴボットのような話がありますが、一旦普及して

しまったものにセキュリティ的な問題があったというときに、それをどうやって修復していくかということを、最初か

ら考えたデバイスなり、つくり方を準備していく必要があるということを非常に強く感じました。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 それでは丸山さん、お願いします。 

○西川委員代理（丸山）  ２点申し上げたいのですが、１つは澤谷さん、砂田さんがおっしゃったこと

で、ＩｏＴだから初めてできる何かというのはあるような気がします。今、ここで９つの分野に分けて個別に、

「今こんなことができるよ」ということを考えていらっしゃいますが、そういう分野横断的な可能性を、もう少し
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ごらんになったらいいのではないかなという気がいたします。 

 ２点目は、松本先生がデータの品質に関しておっしゃいましたが、実はＩｏＴシステムというのは、センサ

ーから入ってきたデータに基づいていろいろなことが起きますので、当然データの品質がシステムの安全性や

品質に、非常に大きな影響を与えます。ところが、このデータをセンサーでサンプルしてくるというのはどういう

ことかというと、サンプルですので必ずそこには誤差があって、バラつきがあったりするわけですね。その結果シ

ステムが動くのだとすれば、システムの動きを100％安全にという言い方は非常に難しくなってまいります。

100％でなくてもいいようなシステムの評価の仕方を、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 どうもＩＴのシステムは、バグが一つでもあるとだめよというような感覚でやってきたと思いますが、ＩｏＴ

の世界になると外部のデータが入ってきますので、そのデータの品質との絡みの中で、全体の安全を考えて

いくということがあっていいと思います。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 それでは有賀さん、お願いします。 

○有賀委員  済みません、きょうはけがをしてしまっているものですから、帽子をかぶらせてください。 

 全体的に２つ３つあるのですが、少し感覚的に申し上げるのですが、規制緩和や環境整備に少し触

れ過ぎているのではないか。もう少し中身に本格的に突っ込むには、コアテクノロジーをどうするのかとか、そ

れを活用するための応用テクノロジーをどう育てるかとか、さらにそのサポートテクノロジーをどうつくっていくかと

いうのは、きちっと段階的に迫らないといけない。応用分野の話のほうが具体的でわかりやすいのですが、

結果的にはそこの勝負になるのではないかという感じが非常に強くいたします。 

 ２つ目は、厚労省にしても国交省にしても文科省にしても総務省にしても、皆同じことを考えているわけ

で、国の問題にはなってしまう。経済産業省さんも大分大変だと思うのですが、その辺をどうインターフェー

スをとっていくかというのは、非常に大きな問題だなという感じをしております。はっきり申し上げると経産省の

予算が一番小さいわけですから、各実行部隊のところで、今ここでおっしゃっていることを、どう反映させてい

くかというやり方を相当考えないと、画餅になってしまうなという感じがいたしました。 

 ３つ目は、やるためには相当の人が要りますので、どうやって人を育てるのか、供給するのかというのは本

格的に考えないといけない。ただでさえ今、ＡＩやＩｏＴ、ロボティスクなどは人が足りませんので、この辺

が重要な問題であります。 

 それからもう１点、延長線上で申し上げると、実は中小企業にはそういう人はほとんどいません。ですから、

今ここで挙げられていることを本格的に巻き込んでやろうとすると、実は中堅中小企業385万社がどう動く

かによるということもありますから、そこもやはり考慮点だと思います。 
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 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 喜連川先生。 

○喜連川委員  大変丁寧におまとめいただいているのではないかと思うのですが、国家として何をしなけ

ればいけないかということの一番重要なことは、プライオリティーだと思うのです。並べることと必要性を整理

することは、まずできる第１フェーズだと思うのですが、これは必要だと思うけれどもやりませんという、ネガティ

ブリストをどれだけ出せるかというのが力だと思いますので、そこをきっちりまとめていただくことが重要かなと思

います。 

 ２番目は、ＩｏＴファーストというのは世の中を騒がせている過労死など諸悪の根源の宣伝をする会

社が考えるというぐらいではいいのかもしれないですが、もはやシーズテクノロジーを一個一個プロデュースし

ていくという時代ではないわけですよね。 

この中でいつもＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩと書いてあるのですが、国民からみるとワンパッケージなのです。

つまり、ＩｏＴでデータをとってＡＩで解析して、それを全体でみるとビッグデータだねと。ですからＩｏＴだ

けにフォーカスするというよりも、全体のベネフィットのビューというものを国民意識で見据えることが必要かと

思います。 

先ほど、非常にすばらしいご指摘があったと思うのですが、ＩｏＴを普及させるところは、そもそもＩＴが

普及されていないとみなせると。ですから大人の感覚からすると、ＩｏＴといいながら、ＩＴ化が進んでい

ないところを助けるのだというのであれば、それはそれでいいのかもしれないのですけれども、もう少しオールバ

リューを見据えることが重要ではないかなと思います。 

そういう中でみますと、冒頭、松本先生からご意見があったような気もするのですが、データの質がどうだ、

データのリーケージがどうだという話は、その程度のことはすでにございまして、データの質を担保する、逆にい

うとデータを出す企業の質を担保するという国際的な動きも存在しています。 

むしろ一番問題なのは、データの権利がないということでありまして、著作権も何もないという中で、一体

これをどういうふうに取り扱うのかというのを、経済産業省さんも頑張りながら、内閣府で今、議論をしてい

るところだと思いますが、原則日本は契約法で進んでいますので、この辺一体、どういう姿が自然なのかと

いうところを、一度丁寧にご整理いただくのがいい。つまり、これがないとビジネスが動かないのですね。 

きょう、お示しされたすべての応用を実現しようと思うと、すべて法制度の問題に集約されると思います。

国家としてみるとき、一体どこが一番問題なのかというのを見据えていただいて、そこを頑張っていただきた

いと思います。 

以上です。 
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○村井委員長  ありがとうございました。 

  それでは立ててあるネームプレートがなくなりましたので、第２部にいきたいと思います。お

約束どおり15ページまで、自動車、工場、建設、インフラの各論が出ていましたが、これに対

するご意見をお願いいたします。 

 澤谷さん、どうぞ。 

○澤谷委員  ７ページの工場のところですが、先ほどお話ありましたが、先進事例を挙げていくのは非常

によい考えだと思います。その場合に、ほとんどの企業である中小企業についても、ぜひ考慮していただきた

いと。 

今、ＲＩＥＴＩでちょうど中小企業のＩｏＴ化について研究を進めているのですが、やってみてわかっ

たことは、中小企業はやり出すと動きが非常に早い。彼らがやっている工場プロセスの中を最適化しつつ、

もっと時間と人材をかけるべき価値創出のところに人材をもうシフトしているといったことが１年の間に起こっ

ていると。 

そういったことをみると、彼らがやっている、今、省エネとかいろいろ出ていますが、それよりは人が足りない、

時間が足りないといった彼らの問題を、プロセスを最適化しつつ、新しい価値に投入するといった事例やや

り方のヒンダートティップスを共有していくことが、非常に重要なのではないかと思います。 

そのためには２点目として、トップの教育が非常に有効だと思います。その動いている事例をみてみます

と、社長がまずは「やりたい」という意識があって、そのプロジェクトを指導しているのは40代、30代という、も

ともとデジタルを使っている人たちです。そういった人たちがトップの支援を受けてやることによって、１年間の

うちに変化が起こりつつあるということがありますので、トップの教育が２番目に重要だと。 

３番目に、彼らは今、工場だけではなくて販売データや部品、サプライヤーのデータ等の結合も視野に

入れつつあります。そういったプロセスの新結合を促していくことが、次は非常に重要になってきますので、中

小企業も含めて事例等を集めていただけるといいと思います。 

最後に、これは工場とは離れますが、先ほどからの議論を聞いていて、経産省さんだけでやることが非常

に難しいという状況において、むしろデジタル省といったような新しいものを構築することによって、組織横断

でデータからＩＴからビッグデータ、ＡＩ活用まで含めたことを考える省をつくるのもいいのではないかと。こ

れはコメントです。 

以上です。 

○村井委員長  澤谷さん、別の調査をしたときに、中小企業のＩＴ化が進むのは世代交代をしたとき

だというデータをみせていただいたことがあるのですけれども、そういうことはありますか。 

○澤谷委員  あると思います。40代のリーダー、30代のリーダーがやっているプロジェクトは非常に早いで
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すね。トップの支援があったからですね。 

○村井委員長  夏野さん、お願いします。 

○夏野委員  自動車がここにあるので、自動車を中心とするＢtoＣの個別事例について少し申し上げ

たいのですが、具体的にいうと、自動車、介護、保育、健康・医療ですね。これは規制も非常に厳しいと

ころと、消費者側の文句が一番あるところで、特によくわかっていない消費者が使って間違えてしまったから、

「何とか補償しろ」というクレイジーなものがたくさん出てくるところなので、逆に規制が強くなってしまうというと

ころを中心とした話です。 

ここら辺は国内でこれを解決しようと思うと、皆、先ほどいったファーストムーバー・ディスアドバンテージを気

にして、新しいことをなるべくやらないようにしてしまうので、この辺に関しては海外ベンチマークを必ずする。

特にアメリカですよね。ＢtoＢだったらドイツなどもあると思うのですが、アメリカ系をベンチマークするというの

を、きっちりと入れていただきたいのですよ。 

 なぜ、そういうかというと、去年テスラで死亡事故があった件は結構皆さんご存じで、これはマスコミにもの

すごく報道されました。先月、ＮＨＴＳＡ＝National Highway Traffic Safety Administration

から正式なレポートが出て、どうなっていたかというと、結局120km で走っていて、７秒前から車を認識し

ていて、みえたはずなのだけれども、違うことをやっていて、みていなくて突っ込んでしまったということです。もち

ろん、横から直線に出てきた車を認識できなかった自動何とかシステムの問題はあるにせよ、人の問題が

大きかったという話です。 

 それから、ついでにＮＨＴＳＡが調べたところ、テスラ全体の事故率が40％減少していたというわけです

ね。こちらの話はほとんど報道されないのですよ。つまり、ファーストペンギンは全然報われない感じになって

いるのが日本です。アメリカは多分、これはもう少しましなので、海外ベンチマーク、特にＢtoＣマーケット系

に関しては常に入れて、アメリカではここまでやっているけれども、日本は今このレベルなのですというのをずっ

と言い続けるという手法をとっていただきたいと思いました。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 横塚さん、お願いします。 

○横塚委員  ２点申し上げたいと思うのですが、建設をペルソナで考えたときに、先ほども申し上げまし

たが、建設ですとかプラント、介護、健康・医療、保育は、もともとのＩＴ化というかデジタル化が物すごく

おくれている分野なのです。建設などでいうと、欧米などは図面を描いたら建築費まで全部バーッと自動的

に出てくるような感じになっている中で、「ドローンです」と書いてあるのがどうもピンと来ないのです。もう少し

本丸のところをどうするか。 

これは経産省の仕事ではないということになるとすると、「経産省としてはドローンでちょっとやりますわ」と
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いうのだったらしようがないのですけれども、ただ、建設といわれた瞬間に、もっとやることはあるだろうと、つい

思うのですね。そこをどう理解するのか。それは経産省が「こんなものなのです」というのであれば、それでしよ

うがないのかなと思います。 

そういう観点でいうと農業もすごくおくれている業界で、この農業も何か事例が１個あったらいいなと期

待をいたします。 

以上です。 

○村井委員長  他省庁のことだから躊躇しているということはないと思いますが、そうなると先

ほどの別の省をつくらなければいけないのではないかという話になるので、やはり経産省の方は

他省庁のＩＴ化をきちんと考えるということも、やっていただかないといけないということですね。 

 では丸山さん、お願いします。 

○西川委員代理（丸山）  モデルベース開発のことが述べられていますけれども、今、特にＩｏＴ関

係で深層学習というか、機械学習を使った強化学習でシステムを開発するという考え方が急速に伸びて

きています。これはモデルベースではなくて、モデルレスの開発なのです。ハードウェアをつくるのはモデルベース

でいいと思うのですが、ソフトウェアの部分は必ずしもモデルベースではないということも、どこかに書いておい

ていただけるといいかなと思います。今の日本の組み込み系の人たちは、モデルベースでやらないといけない

という概念に固まり過ぎているような気がいたします。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 松本先生、お願いします。 

○松本委員  いろいろな新しい技術、例えば５ページの自動車であれば先進的なＡＳＶ技術を使う

とか、自動運転レベル２の技術を使うとか、義務化して安全性を高めていこうという話ですが、ただ入れる

だけではなくて、しっかりしたものを入れていくという部分がどうしても必要になるのかなと思うので、そこのあた

りの基準や、先ほどデータの質の問題を申し上げましたが、そういう機器やシステム自体の要求に対して、

どのくらい提供されるものがしっかりしているのかというところを判断できるような仕組みを、きちっと入れていく

べきだと考えます。 

 同じことは７ページの省エネについても、本当に省エネになっているのか。ドローン等についても、ドローンの

効果はどうあるのかということでありますとか、特に電池がなくてすぐ落ちてしまうという話があったりします。プ

ラントのセンサーや、あるいは介護ロボット等についても――介護ロボットは16ページだからだめですね。 

要するに義務化等をするだけでなくて、どういうレベルのものを入れていくかというところを、しっかりと判断

できるような仕掛けをつくっていただきたいということです。 

以上です。 
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○村井委員長  よろしいでしょうか。 

 それでは、第３部にいきたいと思います。16ページ以降、介護、保育、健康・医療、会計業務、行政

分野でいきましょう。いかがでしょうか。 

 丸山さん。 

○西川委員代理（丸山）  この後半の分野は、特に人のアイデンティティーというのが重要な分野のよ

うな気がいたします。私、マイナンバーカードができたときに大変期待したのですが、「僕のマイナンバーはこ

れです」とフェイスブックに書いたら、「丸山さん、それはだめです」といわれて。マイナンバーは秘密なのですね。 

 アイデンティティーは秘密にしたら使えなくて、すごくもったいないような気がいたします。経産省の職員の

方々は、これを自分のＩＤとして使っていらっしゃいますよね。これ１枚あれば、すべてのことができるような

行政の仕組みになると、介護にしろ何にしろ、すごくうまくいくような気がいたします。 

○村井委員長  ありがとうございます。野原委員、どうぞ。○野原委員  若干無理無理な発言

です。最後のほうの28ページ、29ページで、行政分野におけるＩｏＴファーストの話がありまして、どれも

重要なことで、しかし、できていないことがたくさん並んでいるのですけれども、特に一番最後の「日本版Ｆ

ｅｄＲＡＭＰのような制度の創設」とあるのですが、実際にやるためにどういうステップを踏もうと思っていら

っしゃるのか、ぜひ、ご説明いただきたい。 

 これが入るかどうかはすごく大きく変わることだと思いますので、大変重要な施策でいい提案だと思って伺

っていますので、具体的にどう進めていかれるのか、後で説明いただければと思います。 

 ということで何をいいたいかというと、行政分野のＩｏＴファーストは、今まで何度も何度もいろいろな形

で取り組んできていて、なかなか目標どおりに進んでいない領域ですから、できるだけ具体的な切り口で成

功事例をつくっていただきたいのですが、その一番いいなと思う例としてご説明いただければと思います。 

 以上です。 

 以上です。 

○佐野情報経済課長  今、ご質問いただいた「日本版ＦｅｄＲＡＭＰ」をどういう体制にするかという

ことですけれども、率直にいって、体制についてはいろいろ議論があると思っていまして、この場でどこがどうす

るとは申し上げにくいのですが、29ページに少し書いていますように１つポイントは、トップ専門家集団がい

ろいろな技術をみながら、実証などを書きながら、そこで個別のプロダクトについても認証を図っていくという

専門家集団のようなものが一つ重要だろうと。 

 あとはアメリカの場合はＮＩＳＴがセキュリティの基準を作っているのですが、基準を作るところがどこであ

るべきかと。具体的にどこかというのはいろいろ議論があるので、この場ではまだ言えませんが、おっしゃるよう

に、そういう体制はよく考えていく必要があるだろうと思っております。 
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 ついでに、先ほどいただいた意見の中で各個別分野の、今の時点での整理をお示ししたのですが、これ

は我々経産省の原課が各省庁ともコミュニケーションをとっていく中で、今の段階で整理したものでございま

して、勝手に経産省の側で書いているものではないので、そこは当然各省庁と連携をして、さらに各分野

を掘って、また次回に整理してお示しできればと思っております。 

 それからもう１つ、各分野で実際に導入のときの効果、メリット、バリューがどれぐらいあるのかということで

ございまして、ここも重要なご指摘だと思っております。これも作業がどこまで間に合うかなのですが、次回に

は各分野における導入効果、バリューのようなものも整理してお示しできればと思っております。 

○村井委員長  有賀委員。 

○有賀委員  行政の情報化というか行政分野の話ですが、取り上げられている項目は非常に積極的

なものが出てきてはいるのですが、例えば平成32年以降とか、申しわけないのですが相変わらずスピード

感が全然ない。アジャイルでやれとは申し上げませんが、いずれにしてもどこかの青い銀行ではないですが、

いつまでたっても完成しないようなことをやっているような、古いシステム構想で物を考えているのではないの

かなと、逆に心配があります。 

 もっと１年単位とか半年単位で何かやると。これは当然のことながら、予算措置もそういうふうに考えるべ

きだと思います。もっと桁１つ違うようなスピード感をもたないと、この手のことは世界的にみたら思い切りお

くれているわけですから、急いでやるということをやっていただいたほうがいいと思います。 

○村井委員長  ありがとうございました。 

 夏野さん。 

○夏野委員  少し根本的な話なのですけれども、ＩｏＴファーストというのがしっくりこない。誰にとっての

ファーストなのだろうと考えたときに、政策としてＩｏＴファーストを経産省が設定するのは多分わかるので

すが、受け手側からみたときに、「ＩｏＴファーストだよ」といわれて、ピンと来るかなというのが何かわからな

いなと。 

トランプ大統領の「アメリカファースト」というのは、国民はわかりやすいのですが、ＩｏＴファーストといって

も、そうはいっても人手は足りないし、今、目前に利益率が悪いしなとか。ですので、経産省内で議論する

ときのＩｏＴファーストと、外に打ち出すときのくるみ方は、少し工夫したほうがいいかなと感じました。 

済みません、根本で。 

○村井委員長  大変重要な件ですね。「俺よりもＩｏＴが重要なのか」と、皆に思われては

困るので。 

 川上さん、お願いします。 

○東原委員代理（川上）  非常に総合的にまとめてくださっていて、方向性については全く異存ありま
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せん。第２部以降の９分野、自動車から行政まで挙げておられますが、これをみてみると、工場を除くと

基本的には広義の意味で規制がかかっている分野で、前回のこの会議で、新たな規制の導入というコン

セプトが示されたのに対して、委員の皆さん方が、「いや、そうではないだろう、規制の緩和だろう」と言われ

たご意見を非常によく取り入れてくださっている。 

こういう取り上げ方で、２ページにあるように生産性向上とか、事故率軽減等の効果の継続的検証、

エビデンスベースで社会実装を推進するということを打ち出してくださっていますが、それに加えて、この報告

書自体のスコープの問題になるかもしれませんが、広義の意味の規制にフォーカスをするのか、そうではなく

て、余り行政規制が大きくない民間主導の分野にどう取り組むのか、というところのメッセージを明確にした

ほうが良いと考えます。 

そういう観点から、先ほど来先生方がおっしゃっているように、ファーストムーバー・ディスアドバンテージをどう

するのかとか、業界の垣根をどう取り払うのかとか、データの所有権をどうするのだといったことがいろいろ出て

きますが、何を対象にどう進めるのかというところを、よりわかりやすくしていただけるとありがたいと思います。。 

○村井委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 丸山さん。 

○西川委員代理（丸山）  スピード感の話題が出ていたので、少し意見を申し上げます。今の政府

の調達の仕組みは、いわゆるアジャイル開発には向かない、この仕様を満たすものをつくってくださいという

形になっていて、アジャイルとかＤｅｖＯｐｓとか、あるいはそのシステムができ上がってから、テスラみたい

にどんどんよくなっていくようなシステムを想定していない仕組みになっているような気がいたしますので、その

辺を考えられたらどうかなと。 

 ＦｅｄＲＡＭＰは僕、知らなかったのですが、恐らくプロセス認証をするのではないかなという気がいたし

ますが、プロセス認証ではなくて、せっかくＩｏＴなので、動いているサービスをＩｏＴで計測して、連続的

にその認証をしていくような仕組みも考えられたらいいのではないかなと思いました。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

 砂田さん、どうぞ。 

○砂田委員  例えば保育のところでは、申請手続のフォーマット統一とか、行政の分野でも、やはり重

複申請解消のための手続の共通化をかなり強調して入れていただいて、ここは私もとても重要なポイント

だと思っていますので、こういうことが入っているのはとてもよかったなと思います。 

 例えば先ほどの政府調達でも、国のほうは調達手続をかなり統一化されていますが、自治体はもはやバ

ラバラ状態だったり、入札資格のあれも、例えば国でやったものを使い回せばいいのにと思うこともあったりし

ます。むしろ自治体がバラバラのほうが、いろいろな意味で重複申請、個人にとっても企業にとっても負荷
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がかかるところではないかと思います。地方自治独立性というのもあるでしょうけれども、もう少し、そこまでや

らなくてもいいような、共通化して非効率を低下できるようなところは、ある程度国が音頭をとって、こういっ

た手続の共通化を、ますます進めていただければいいなと考えています。 

 以上です。 

○村井委員長  三輪さん、お願いします。 

○三輪委員  28ページに公的個人認証サービスの活用ということで、スマホで一回マイナンバーを読み

取ると、次からマイナンバーカードが要らないと。 

○中野情報プロジェクト室長  経産省でマイナンバーカードの関係を担当しております、情報室の中野

と申します。 

こちらの取り組みについては、技術的にどういうやり方があるかというところの検討まではやっておりますが、

その後の実装という意味においてはまだなされておりません。もちろん、スマホでどういうふうに公的個人認

証のデータを扱うか等、実装に向けては技術的な課題もあると思っておりますので、今後の検討課題と思

っております。 

○三輪委員  わかりました。ありがとうございます。 

○村井委員長  よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○有賀委員  健康・医療関係で、かつてはＭＥＤＩＳ＝医療情報システム開発センターが、僕の認

識ではかなり初期段階では先端的なことをやっていたという認識があるわけですが、それが途中で一般財

団になって、工業会あたりにその辺を任された結果、厚労省と経済産業省で共同して、その辺に当たると

いう仕掛けそのものが、少し薄れているのではないかという気がします。改めて21ページあたりをみると、改

めてそういうことをきちんと、もう一回トライするようなことが必要ではないかという気がしたのですが、いかがで

すか。 

○村井委員長   

実は私もそういう感じがしていまして、いろいろなところで関係があるのだと思うのです。先ほど何度か、「ここ

で挙げられているのは、全部かなり出おくれた領域ではないか」という話がありましたが、医療機器のネットワ

ーク接続する標準化に現在取り組んでいるのですが、ＩＳＯもＩＥＣも標準化はあるのですが、余りネッ

トワークのことに言及していないのです。データフォーマットにタイムスタンプが必要ということなどもいわないの

です。 

 Ｉ／Ｏをみると、昔、プリンターがコンピューターにつながっていたときはＰＩＯ（パラレル）というのもので

つながっていて、これをネットワークにつなぐときにアダプターをつけてネットワークプリンターにしていましたが、大
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体そういうことを今いっているのです。つまり、30年おくれているのです。 

 これを何とかしようというのは、幸い、ＡＭＥＤが予算をつけて少し動くようになったのですが、

よく考えてみるとこの医療機器の機械の標準化は経産省の管轄ですよね。そして、これを使

っていくのは厚労省です。経産省と厚労省が医療機器の情報化に関して力を合わせるのは、

国際理念からいうと当たり前なのです。しかし、有賀さんが今おっしゃったことは、もし昔からあ

るなら、大変重要な領域になりつつあると思います。 

○有賀委員  一時、ですから、たしか昭和40年代終わりぐらいだと思うのですが、医療情報システム開

発センターをつくって、双方の所管でやったはずなのですね。それが財団、社団等の整備の中で一般財団

になってしまって、何となく関係が少し薄れているのではないか。ある意味ではもっと密に、特殊法人をつくっ

てでもいいからやるべきだと私は思います。 

○村井委員長  電子カルテが一段落したところで、次に在宅医療などに取り組もうとすると、

デバイスがどうやってつながって、それこそ正しいデータが読めるのかということの話がなければい

けないはずなのですが、今はないのです。そのあたりは、むしろ在宅医療のようなものを推進す

べきといっている日本では、そういうことに先駆けて国際標準などにも取り組めるのではないかと

いう気もしました。ありがとうございます。 

 歌代さん、お願いします。 

○岡村委員代理（歌代）  私、ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣという組織を運営しているのですが、ここはセ

キュリティに関するインセント情報であるとか、被害組織であるとか脆弱性情報であるとか割と機微な情報

を扱っているので、小さい組織なのですが自分たちでシステムを抱えているわけですね。いずれクラウドに移

行するのだろうなと思いながら、なかなかそこに踏み切れないところがありますので、日本版ＦｅｄＲＡＭ

Ｐといった動きは非常に重要だなと思います。 

 ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣは経済産業省の委託事業でやっていますので、まさに政府調達という話になって

くると思うのですよね。そのときに、こういった認証制度とともに、こういったところで、こういうふうに活用してい

るという事例を積極的に公開していくと、そういったものの利用を促進していくこともできる。それがないと、

「大丈夫だよ」といわれても踏み切れないところがありますので、ぜひ、その辺を考えていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○村井委員長  ありがとうございます。 

  

 それでは、２部も１部もひっくるめて、何かご意見ございましたら、また発言いただきたいと思います。 
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 本日、説明を聞いたのも初めてという方もたくさんいらっしゃいますので、ご意見があれば事務局のほうに

お寄せいただいて、詰めていくというフェーズだと思いますので、こちらのほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 私から幾つかお話しさせてください。ファーストムーバー・ディスアドバンテージ（先行者不利益）のような

ことは、確かにこの国ではよくいわれることだと思いますが、リスクを恐れて規制を先につくり、それで先へ進め

ないということになるからそういうところが出るのだと思います。全体の考え方の中で、大事なことが幾つかあ

ると思うのです。民主導のような、最初の松本先生のクラウドの話も、ＳＬＡのようなもので当事者間で

やるべきところに、どれだけ政府が介入するかということにも関係してくると思います。 

 ですから、調整機能のようなものが社会の中でできるのは、やはり大事だと思うのです。ＡＤＲを含めて、

そういった調整機能があって、そこから民間の中で基準を決めておいて、それに従っての調整が民民ででき

る環境を整備するということは大事ではないかと思うのですが、これもなかなかいろいろ難しいことがあるらし

いということで、ぜひ調整していただきたいと思いました。 

 それから、先ほどの医療もそうですが、各省庁との連携というのは当然役所のほうで調整をしていただか

なければならないことです。ＩｏＴというと、一番重要なのはそこですよね。つまり、各分野が全部デジタル

データを使って生まれ変わろうというときに、どういう環境を整備できるかということを、各省庁で力を合わせ

て考えなければいけないのだけれども、少なくとも縦割りだった省庁と、横につなぐデジタル技術とを結びつけ

なければいけないので、そこは皆で力を合わせなければならない領域だと思います。 

 もう１つは、中小企業や地方行政との関係が出てきました。やはり地方行政の情報システムは、地方

の中小企業のＩＴ化に関係すると思うのですが、ここのところがどちらも余り進んでいない。そのことは省庁

の構造にもあると思うのです。自治性があるから同じデータを使えなくて、だから中小企業の情報化も進ま

ないという関係があるのは、いろいろなところで指摘されているのですが、解決方法がないですね。というわ

けで、これはこの機会を利用して踏み込んでいただいて、少し解決方法を考えていただくということを、皆さ

んのメッセージの中から感じることができました。 

 最後に私のコメントとして、スピード感というのが有賀さんからも伺いましたけれども、本当に半年でやらな

ければいけないこともあるのだから、そういうことはやっていきましょう。ファーストといっているのだから、すぐにや

るという気持ちを込めたスピード感が必要かと思いますし、そういうこともご指摘されたのかなと思いました。 

 また、データの品質について、何人かの方から指摘がされましたが、データが流通して爆発的な量になっ

てきたら、そもそものデータの質が大事になってきますので、そういう意味で、このことに対する、システム上、

あるいは政策上の考え方が必要になると思いました。 

 そのほかよろしいでしょうか。 

○夏野委員  これから事例がますます、どんどん出てくると思うのですが、私もＩｏＴ推進ラボの審査員
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をやっていると、１回目よりも２回目、３回目で物すごいレベルが上がってきて、落とすのがもったいない案

件がたくさんある。かといって、あの賞をふやすわけにいかないので、少し地域に振るとかですね。要は、あの

賞がもう少したくさん出てくる段階に来たのかなという印象をすごくもっています。 

 今、村井先生がおっしゃったような伝播させるということも含めて、分野に割るか、地域に割るか、あるい

はそのミックスなのかも含めて、少し拡大を考えていただければと思いました。 

○村井委員長  賞というのは北風と太陽でいう「太陽」であり、「そうか、ああやればいいんだ」

というところのインパクトがありますので、そういう意味でも政策上重要かもしれないですね。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○三輪委員  この資料全体でもそうなのですが、先ほども全体の位置がわからないとか、マップというか、

全体としてＩｏＴというのはこうしなければいけないうちの、どこをやろうとしているのかとか、本当は隅っこだ

けやっているのではないかとか、大体網羅性があるのか、ないのかという話だったと思います。 

 同じように、先ほども別の委員からあったのですが、グローバルの中での位置、例えば自動車の安全性や

ＩｏＴというのが、例えばベンツなどと比べて、そもそも勝っているのか、負けているのかという位置関係がわ

からないと。先ほどの急げ、急げもわかるのですけれども、どれぐらい急げばいいのかわからなくて。どれぐらいお

くれているのか、あるいはすごく進んでいるのか。 

 例えばきょう、スマートメーターとか電力関係が全然出てこないのが、少し「あれ」と思ったのですが、松本

先生と一緒にやっていた東電さんのスマートメーターなどがそうなのですが、あれは世界に類をみない規模で

やっていて、技術的にもそれなりに進んでいたりすると思うのですね。それをまた標準にして、日本中で進ん

でいるわけなのですが。 

 そういったものは僕は進んでいると思っていますし、どの分野においては進んでいるのか、進んでいないのか、

どれくらいおくれているのかという距離感がわかるような――もやったとしたものでも、そのほうが皆さん、意識

が共有できていいかなと思いました。 

○村井委員長   

ありがとうございます。おっしゃるとおりで、そういうベンチマーク等の中での位置づけと、それに基づいたタイム

ラインに対する見通しが、きちんとはっきりしているべきだというご指摘だと思います。そのとおりですね。 

 それではいろいろな議論、大変貴重なご意見をいただきましたので、また事務局のほうで、

次のステップへ向けてそれを利用していただきたいと思います。委員の皆様にはいろいろとお伺

いすることや、あるいは皆さんのほうからインプットをお願いしておきたいと思います。 

 では、局長からご挨拶をお願いいたします。 
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○安藤商務情報政策局長  村井先生初め委員の皆様方には、大変感謝しております。ありがとうご

ざいます。 

今、我々は改めて、どうしてこのようなことをやっているのか、目的は一体何だろうかという議論を行ってい

ます。やはり課題を見つけて、その課題に対処するために、一体何を使えばいいのか。逆に、尻尾で犬が

振り回されるような議論はやめて、我々は今どういう課題に直面をしていて、それを解決していくためにＩ

ｏＴやＡＩ、ビッグデータという、いい意味でのある種の道具をどう使えていくのかという議論を、もう一度

原点に立ち返ってやっていこうとことで、こういった問題設定をさせていただいているわけでございます。 

 課題というのは見えていても詰まっていないと、後で何の議論をやっているのかわからなくなってしまうという

局面が多いものですから、改めて一体、どういう課題に面と向き合っているのかという議論をやっています。 

ご参考になるかどうかは別として、今日は少し多様なテーマを出させていただきましたけれども、課題に対

して一体どういうご利益があって、どういう効能が発揮をされるのか。ベネフィットの全対像という話もあると

思いますが、これで個々人が、あるいはマクロの――例えば医療費が、患者さんのクオリティ・オブ・ライフが

一体どういうことで改善をされていくのか。それが今のＩｏＴなりビッグデータによって、エビデンスベースでい

ったらどういう証明がされていくのかということを、今度は分野を絞らせていただいて、もう少し深掘りをした議

論をさせていただきたいと思います。 

そうなってくると、やはりユースケースを発掘していくという作業は、経産省は得意なのですが、やりっ放し

で終わってしまうというケースがあるものですから、点ではなくてこれを面に展開し、立体にどう展開をしていく

のかを考えなければいけない。 

そういうことからすると、今日、ご議論いただいておりますように、欧米のベンチマークという話もありました

が、こういうものも含めた、世の中のあらゆる制度や、あらゆるルールというものを、ビルトインさせていくという

作業が大事になってくると思います。普及をして何ぼです。普及をしないとベネフィットがマクロで出てこない、

ボリュームをもって出てこないということを常々感じておりますので、そういうルールへの反映化の議論をやって

いかなければいけないと感じております。 

そうすると必ず摩擦が起きます。先ほどご指摘をいただきましたが、スピード感の問題等にどうやって対応

していくのかというご議論があります。今日は詳細はご紹介しませんでしたが、例えば介護報酬や診療報

酬との関係や、医師会の方々と今、どういうご議論をさせていただいているのかということも、少しイメージを

もっていただくためにご紹介をさせていただきたいと思っております。 

いずれにいたしましても、何とかファーストということで、確かに「ＩｏＴファースト」は変だなと。やはり「国

民ファースト」なのか、世の中にとってのご利益を考えなければいけない。「都民ファースト」でもないし、「アメ

リカファースト」でもないということになると、やはり「国民ファースト」かなと。「国民」というのは、我々を含めた
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国民だと思うのですよね。 

そういうところのご利益なり目的の設定と、効能のエビデンスに基づいたしっかりとした論証と、最後は国

民のご理解を得ていただきながら、政治の大きな判断が必要になってくるテーマだと思いますので、そういう

ことの証拠なり、効能なり、選択肢というものをこれから出していきたいと思いますので、ぜひご協力をよろし

くお願い申し上げたいと思います。 

○村井委員長  ありがとうございました。 

 事務局はよろしいでしょうか。 

○佐野情報経済課長  今日いただきましたご意見を踏まえて日程を調整させていただきまして、４月ご

ろかと思いますけれども、また整理をしてご意見を賜れればと思っております。 

○村井委員長  それでは本日はお忙しい中、ご参加いただき、大変貴重なご意見をいただ

きました皆さんに感謝いたします。 

――了――  


